
 

個 人 情 報 フ ァ イ ル 簿 

1 個人情報ファイルの名称 国保総合システム関連情報ファイルに係るもの 

２ 個人情報ファイルに記録され
ている本人の数 

☒１，０００人以上       ☐１，０００人未満 

３ 実施機関の名称 平塚市長 

４ 個人情報ファイルを利用する
担当課の名称 

保険年金課 

５ 個人情報ファイルの利用目的 

１ 医療費の削減を目的に、対象者に対しジェネリック医

薬品使用により予想される自己負担額の削減効果を通

知し、その利用を促進するため。 

２ 国民健康保険被保険者が受けた療養の給付等を通

知するため、医療費通知を作成し送付する事務を行うた

め。 

３ 平塚市国民健康保険、後期高齢者医療制度加入者

に対し、生活習慣病治療中断者のうち生活習慣病重症

化の恐れがある者に対して、受診勧奨や保健指導を行う

ことで、生活習慣病の発症や重症化を予防する。個人情

報は、①対象者の決定②対象者への案内③事業の実施

④分析・評価に利用する。 

４ 国民健康保険の保険者として、病院、診療所及び薬

局からの医療に関する請求に対し、審査・支払を行うとと

もに、被保険者の資格の適正な適用を目的とする。 

６ 記録項目 

【基本的事項】 

☐1個人番号、☒2氏名、☒3性別、☒4生年月日、 

☒5年齢、☒6住所、☒7電話・FAX、 

☐8メールアドレス、☐9本籍・国籍、☐10顔写真 

【心身の状況】 

☒11身体状況、☒12精神状況、☒13介護状況 

【家庭状況】 

☐14親族関係、☐15婚姻歴、☒16家族状況、 

☐17居住状況、☒18趣味 



 

【社会生活】 

☐19学業・学歴、☐20職業・職歴、 

☐21地位・役職、☐22資格、☐23成績・評価、 

☐24表彰等 

【経済状況】 

☐25資産状況、☐26収入・所得、☐27賦課状況、 

☐28納付状況、☐29口座情報、☐30取引状況 

【その他の項目】 

☒業務ごとの記録項目 

〇ジェネリック医薬品差額通知書に係る内容 

〇医療費通知書に係る内容 

○生活習慣病治療中断者に係る内容 

○宛名番号 

○被保険者番号 

〇医療機関情報（所在地、名称、連絡先、医療機関コー

ド、カルテ番号） 

○医療機関での診療・検査結果及び処方内容 

〇総費用額、自己負担額 

〇医療証の有無 

○通話記録音記録 

７ 記録範囲 

１ 指定医薬品の投薬を受けており、削減効果が月額

500円以上の平塚市国民健康保険被保険者 

２ 平塚市国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被

保険者 

３ 過去に平塚市国民健康保険の被保険者であった者 

８ 記録情報の収集方法 

1. 医療機関等から国民健康保険被保険者及び後期高

齢者医療制度被保険者の診療報酬明細書（レセプト）

が提出され、国保総合システムに当該情報を委託先で

ある神奈川縣国民健康保険団体連合会が登録する。 

９ 要配慮個人情報 ☒含む ☐含まない 

１０ 記録情報の経常的提供先 委託事業者である神奈川県国民健康保険団体連合会 

1１ 開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）保険年金課 

（所在地）〒２５４－８６８６ 

平塚市浅間町９－１ 



 

1２ 個人情報ファイルの種別 

☒法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） 

政令第21条第7項に 

該当するファイル 

    ☒有 ☐無 

☐法第60条第2項第２号 

 （紙媒体処理ファイル） 
 

 
行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報フ
ァイルである旨 

 

 
行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及び
所在地 

 

 行政機関等匿名加工情報の
概要 

 

 
作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受け
る組織の名称及び所在地 

 

 
作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をする
ことができる期間 

 

 
記録情報に条例要配慮個人
情報が含まれているときはそ
の旨 

 

 備   考 

要配慮個人情報は次のとおり 

１ 医療費通知書及びジェネリック医薬品差額通知書に

係る医師の指導等 

２ 生活習慣病治療中断者に係る健康診断等の結果、病

歴、医師の指導等 

３ 通話録音記録における信条 

 

 


